
平成 21年 10月 16日 
会 員 各 位 

日 本 雑 草 学 会 
幹 事 長  渡 邊 寛 明 

 

日本雑草学会評議員選挙および会長選挙の公示 
 
 本学会則第 9条、10条、11条および役員選出規程（いずれも「雑草研究」第 54巻 2
号および本学会ホームページに掲載）に基づき、評議員選挙と会長選挙を下記により実

施します。 
 
１．評議員選挙 
 国内正会員におかれましては，下記事項にご留意のうえ，同封の投票用紙を用いて，

もれなくご投票下さいますようお願い致します。 
（１）有権者は会員名簿所在の国内の正会員に限られます。会員名簿は「雑草研究」第

54 巻 3 号に掲載されています。学会活動活性化のために精力的に活動していた
だける方への投票をお願い致します。 

（２）投票用紙には次表に示す各地区の評議員選出定数のうち，所定の連記数だけ候補

者氏名を記入して下さい。 

地 区 所属都道府県 正会員数 評議員 
定数(注１ 

連記数 
(注２ 

北海道 北海道 １８ １ １ 

東北・北陸 青森，岩手，宮城，秋田，山形，福島，新潟，富山，石川，

福井 
７８ ４ ４ 

関 東 茨城，栃木，群馬，埼玉，千葉，神奈川，山梨，長野 ２３５ １２ ９ 

東 京 東京 １１４ ６ ６ 

東 海 岐阜，静岡，愛知，三重 ５０ ３ ３ 

近 畿 滋賀，京都，大阪，奈良，和歌山，兵庫 ９０ ５ ５ 

中国・四国 鳥取，島根，岡山，広島，山口，徳島，香川，愛媛，高知 ７０ ４ ４ 

九 州 福岡，佐賀，長崎，熊本，大分，宮崎，鹿児島，沖縄 ５６ ３ ３ 

注１）「日本雑草学会役員選出規程」の３．（１）による 

（評議員定数は，表の地区ごとに正会員 20名につき１名，その端数につき 1名とする） 

注２）「日本雑草学会役員選出規程」の３．（３）による 

（投票は無記名，定数以内の連記とする。ただし定数が６名以上の場合にはα＝５＋（定

数‐５）／２（端数切り上げ）を連記数（α）とする） 

（３）無記名投票とします。 
（４）投票用紙に候補者氏名を記入後，投票用紙を縦方向に半分に折ってのり付け位置

を張り合わせ，送付用封筒に住所氏名を明記のうえ，来る平成 21年 11月 27日
までに本学会事務局に到着するように郵送またはご持参下さい。 

（５）次の場合は一部または全てが無効となりますので、ご注意下さい。 



①締め切り日までに到着しない場合（全て無効） 
②所定の連記数以上記載されている場合（全て無効） 
③同一人が重複記載されている場合（１票として数える） 
④名簿にある国内正会員以外の氏名が記載されている場合（その記載に限り無

効） 
⑤他の地区所属の会員氏名が記載されている場合（その記載に限り無効） 
⑥本会指定以外の投票用紙や封筒を使用した場合（全て無効） 
⑦投票用紙に投票者名が記載されている場合（全て無効） 
⑧送付用封筒に投票者の住所氏名が記載されていない場合（全て無効） 
⑨指定封筒内に投票用紙が２枚以上入っている場合（全て無効） 

（６）開票は，平成 21年 11月 28日（土）午前 9時より農業環境技術研究所・本館５
階会議室（582室）において，国内の正会員の立会いのもとで行ないます。会員
は随時開票に立ち会うことができます。 

（７）次期評議員に選出された会員にはその旨通知するとともに、12 月上旬までに全
地区の選挙結果を本学会 HPの会員専用ページに掲載します。 

 
２．会長選挙 
次期会長は，国内の正会員または推薦候補者の中から，次期評議員による単記無記名

投票により投票の過半数を得た者とします。 
（１）会長選挙のスケジュール 

①10月 19日から 11月 13日：会長候補の推薦受付 
②12月上旬：次期評議員への投票用紙送付 
③12月 25日（金）：投票締切り 
④1月 9日（土）：開票（本学会事務局において，国内の正会員の立会いのもと
で行ないます。会員は随時開票に立ち会うことができます。） 

⑤1月 10日～23日：再投票期間（最多得票数が過半数に満たない場合，上位 2
名を対象に再投票を行ないます。） 

⑥1月下旬：選挙結果の通知と公表（本学会 HPの会員専用ページ） 
（２）会長候補の推薦について 
国内の正会員は次期会長候補を推薦することができます。会長候補を推薦する会員

（代表推薦者）は、推薦書書式（本学会 HPの会員専用ページからダウンロードできま
す）に必要事項を記入・捺印し、平成 21 年 11 月 13 日（金）（必着）までに学会事務
局に提出して下さい。推薦候補者の所属等は本学会 HPの会員専用ページに掲載されま
す。 

 
以上 


